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国家は国民ではなく

国家体制を守ろうとした？
１９３７年にできた防空法では「空
襲下での避難」を禁じました。応急消
火の義務を国民に負わせていたことは
表向きであり、その裏側には①自ら臨
戦態勢につく覚悟を植え付ける②「日
本軍は弱い」という反軍意識の回避③
人口流出による軍需生産力の低下や敗
北的な逃避観念を生じさせないために
「逃げられない体制」をつくることが
目論まれていました。このことからも、
国民を守らなかったことは明らかです。

南西諸島を守るための
自衛隊配備ではない！？

戦争は、決して「過去の出来事」では
ありません。
今、南西諸島では自衛隊増強とミサイ

ル基地配備が進められています。これは、
南西諸島を守るための自衛隊配備ではな
く、敵基地攻撃能力を持つことが隠され
た目的です。また、基地配備することで、
逆に攻撃される可能性が高まり、決して
国民を守ることではありません。過去も、
現在も、国家は私たちを守らないことを
自覚するべきではないでしょうか。
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『国民が死んでもいい、そんな戦争
への反省から日本国憲法の平和主義
は生まれた』

「集団的自衛権の行使容認」
「安保法制」「共謀罪」
「特定秘密保護法」の制定等により


